
 

     

 
★過去のニュースは協会ホームページに掲載しております。 

「医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金」

のご案内 

 

【支給対象】 

  ○鳥取県内に所在地がある医療機関等、高齢者介護・福祉サービス事業所等、障害福祉サービス事業

所等、救護施設、保育施設等を開設、運営している事業者、法人。 

※支給は１事業者、施設１回限りです。 

※医科と歯科でそれぞれの保険医療機関指定がある場合でも、１つの医療機関として開設されてい

る場合は、いずれか一方の保険医療機関として申請してください。 

 

【支給金額】 

○施設区分、提供するサービス種別等の区分に応じて変わります。 
制度の詳しい内容は鳥取県福祉保健課のホームページをご覧ください。 

無床診、歯科診療所………………………………１施設あたり１００,０００円 

 

有床診（病床数１床以上１９床以下）…………１施設当たり１２５,０００円※２ 

        一般病床１床当り１２,５００円を加算 

        療養病床等１床当り７,５００円を追加 

病院（病床数２００床以上）……………………１施設当たり３５０,０００円 ※１※２ 

           一般病床１床当り３０,０００円を加算 

           療養病床等１床当り２０,０００円を追加  

 病院（病床数１００床以上２００床未満）……１施設当たり２５０,０００円  ※１※２ 

           一般病床１床当り２２,５００円を加算 

           療養病床等１床当り１２,５００円を追加  

 病院（病床数１００床未満）……………………１施設当たり１７５,０００円 ※１※２ 

           一般病床１床当り１７,５００円を加算 

           療養病床等１床当り７,５００円を追加  

歯科技工所…………………………………………１施設あたり３５,０００円 

 

※１ 救急告示医療機関１施設当たり１７５,０００円を加算。 

※２ 食材料費 １床当たり２,５００円を加算 

※３ 令和７年１２月１日時点で休床の病床は支援対象にはなりません。 

【申請期限】 

 ○令和７年１２月２６日(金)～令和８年２月１３日(金) 

※期日に余裕をもたせた申請をお願いいたします。 

【手続き】 

○様式第１号 医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金支給申請書を 

電子メール、郵送又は持参により提出（とっとり電子申請サービスでも可能です） 

  

 ※申請書は鳥取県ホームページもしくは右記二次元コードからダウンロードできます。 

【問い合わせ先】 
 鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課    ☎０８５７－２６－７１８２ 
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